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宮崎市南部老人福祉センター等管理運営業務仕様書 

 

宮崎市南部老人福祉センター、宮崎市赤江老人福祉センター、宮崎市跡江老人いこいの家、宮崎

市住吉老人いこいの家、宮崎市古城老人いこいの家（以下「センター等」という。）及び宮崎市赤江

運動広場（以下「運動広場」という。）の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等は、この仕様書に

よる。 

 

１．施設概要 

No. 施設名 概 要 

1 宮崎市南部老人福祉センター 

所在地 宮崎市大字恒久字西原5124番地 

竣工年度 昭和 55年度 所管課 長寿支援課 

敷地面積（㎡） 5,676.61 延床面積（㎡） 853.80 

主構造 鉄筋コンクリート造 階数 2階 

諸室等 
集会室、和室、娯楽室、機能回復訓練室、図書室、休養室、 

浴室、ゲートボール場 

2 宮崎市赤江老人福祉センター 

所在地 宮崎市大字本郷南方字榎田2487番地 4 

竣工年度 昭和 57年度 所管課 長寿支援課 

敷地面積（㎡） 2,175.00 延床面積（㎡） 416.39 

主構造 鉄筋コンクリート造 階数 1階 

諸室等 
娯楽室、和室、ホール、機能回復訓練室、休養室、浴室、 

アーチェリー場 

3 
宮崎市跡江老人いこいの家 

※令和３年度末に廃止予定 

所在地 宮崎市大字跡江字下エゴ316番地 

竣工年度 昭和 49年度 所管課 長寿支援課 

敷地面積（㎡） 4,626.56 延床面積（㎡） 283.39 

主構造 木造 階数 1階 

諸室等 娯楽室、和室、機能訓練室、浴室、多目的広場 

4 宮崎市住吉老人いこいの家 

所在地 宮崎市大字広原字堀田1066番地 

竣工年度 昭和 52年度 所管課 長寿支援課 

敷地面積（㎡） 2,863.59 延床面積（㎡） 285.69 

主構造 木造 階数 1階 

諸室等 娯楽室、和室、機能訓練室、浴室、ゲートボール場 

5 宮崎市古城老人いこいの家 

所在地 宮崎市古城町孫太郎2494番地 

竣工年度 昭和 58年度 所管課 長寿支援課 

敷地面積（㎡） 4,523.98 延床面積（㎡） 274.32 

主構造 木造 階数 1階 

諸室等 娯楽室、和室、機能訓練室、浴室、ゲートボール場 

6 宮崎市赤江運動広場 

所在地 宮崎市大字本郷南方2487番地 1 

竣工年度 昭和 56年度 所管課 スポーツランド推進課 

敷地面積（㎡） 1,956 

設備等 
芝生広場、擬木切妻東屋、擬木テーブル、スツール、 

擬木ベンチ、アスレチック遊具、便所、水銀灯 
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２．開館時間（運動広場を除く） 

午前９時から午後５時まで 

※特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することが

できる。 

 

３．休館日（運動広場を除く） 

（１）国民の祝日に関する法律に規定する休日（敬老の日を除く。） 

（２）日曜日 

（３）１２月２９日から翌年１月３日まで 

※特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、開館日に休館し、又は休館

日に開館することができる。 

 

４．指定期間及び協定の締結 

（１）指定期間 

  ①跡江老人いこいの家を除く５施設 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

②跡江老人いこいの家 

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（１年間） 

※生目地域複合型施設（令和４年度供用開始）へ統合のため、令和３年度末に廃止予定 

（２）協定の締結 

宮崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第６条の規定に基づき基

本協定書をその指定管理の開始までに締結し各年度においては、当該年度の指定管理料やそ

の支払いを定めた年度協定書を締結するものとする。 

ただし、市長が管理運営を継続することが適当でないと認められるときは、その指定を取

り消すことができる。その場合、指定管理者の損害に対して、市は賠償しない。また、取り

消しに伴う市の損害について、市は指定管理者に損害賠償を請求することができる。 

 

５．法令等の遵守 

管理・運営にあたっては、次に掲げる法令・規程等を遵守すること。 

○ 地方自治法（昭和22年法律第 67号） 

○ 労働関係法令 

○ 宮崎市暴力団排除条例（平成 23年条例第 47号） 

○ 宮崎市行政手続条例（平成 8年条例第 33号） 

○ 宮崎市老人福祉センター条例（昭和 55年条例第11号） 

○ 宮崎市老人福祉センター条例施行規則（昭和55年規則第 3号） 

○ 宮崎市老人いこいの家条例（昭和 49年条例第 33号） 

○ 宮崎市老人いこいの家条例施行規則（昭和49年規則第 20号） 

○ 公衆浴場関係法令 

○ 宮崎市運動広場条例（平成 17年条例第 121号） 

○ 宮崎市運動広場条例施行規則（平成 20年規則第23号） 

○ 宮崎市情報公開条例（平成 14年条例第 3号） 

○ 宮崎市個人情報保護条例（平成 14年条例第 2号） 

○ 宮崎市財務規則（平成元年規則第 1号） 
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○ その他の関係法令等 

※指定期間中、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容に置き換えます。 

なお、改正に伴い、管理運営業務が追加・削除されるなど、経費に係る増減が生じる場合は、

協議により指定管理料を改定するものとします。 

 

６．経費等について 

各年度の指定管理料は、年度協定書により定めることとする。 

（１）指定管理者の設置した機器などの使用料や自主事業実施に伴う費用等の徴収についてはそ

の都度協議する。 

（２）その他の経費 

    臨時的に開館したことにより要した経費など、宮崎市の指示により開館したことに伴い発

生した経費や、法令その他の制度の改正等により発生した経費で仕様書により難い経費につ

いては別途協議を行うことができる。 

（３）立ち入り検査 

宮崎市は、必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等の現地調査を行う。 

 

７．業務内容 

（１）施設の運営に関すること 

①配置する職員の雇用等に関すること 

ア 職員の勤務体制は、管理運営業務に支障がないように配置すること。 

イ 職員に対して、管理に必要な知識や経験を得る事ができる研修等を実施すること。 

②センター等の日常業務に関すること 

ア 施設の開施錠 

イ 使用時間終了後の点検 

ウ 使用許可申請の受付及び許可証の交付、再交付 

エ 毎日の利用者数の把握 

オ 利用者に対する応対及び指導、監督業務 

カ 施設に設置する機材等の使用の指導 

③センター等の事業実施に関すること 

ア 高齢者の趣味、教養、健康づくりに関するサークル活動やレクリエーションの支援 

イ 機能訓練、入浴やマッサージ機の提供 

ウ 日常的な相談や看護師による健康相談の実施 

エ 利用者の実態調査や意識調査に関する業務 

④センター等の事業実施状況や使用状況の報告（毎月） 

⑤運動広場に関すること 

ア 運動広場における使用の受付、調整、対応に関する業務 

イ 運動広場の使用許可に関する業務 

※使用許可申請書が提出されたら、関係条例で定める使用の不許可の各項目に該当しない

ことを確認し宮崎市社会体育施設使用許可書の交付を行うこと。 

（２）施設の管理に関すること 

①施設の維持管理に関すること 

ア 清掃、浴室配管清掃、機械警備、衛生害虫駆除、植栽管理等の施設管理 

イ 自動ドア、ボイラー、エレベーター、自家用電気工作物、浄化槽、貯水槽、消防設備、

空調設備、換気設備、施設内備品等の施設設備に必要な保守点検 
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ウ 駐車場のハード及びソフト両面の適切な管理 

②修繕等に関すること 

 業務が円滑に遂行されるよう、施設の劣化を防止し、施設の機能及び性能を維持するため、

リスク分担の範囲内で計画的に修繕等を行うこととする。 

③公共料金等支払に関すること 

指定管理者は、管理施設にかかる公共料金等（上下水道料金 電気料金）を遅滞なく、そ

れぞれの請求元に支払うこととする。 

また、支払の実績（使用量及び支払額）を、半期に一度市へ報告するものとする。 

④運動広場に関すること 

 指定管理者は、施設・設備について下記の保守点検及び維持管理業務を行うものとする。 

１ 施設清掃業務 

・便所清掃：月３回以上 

・設備清掃：月１回以上 

・ゴミ拾い：随時 

２ 公園内遊具点検 
・専門点検：年１回以上 

・自主点検：週１回以上 

３ 植栽維持管理業務 ・芝刈（集草）：年６回以上 

４ 整 地 ・土砂搬入・敷き均し：年１回以上 

⑤その他 

 ア 緊急時対策及び防犯対策並びに防災対策についてマニュアルを作成し、職員を指導し

周知徹底を図ること。 

 イ 個人情報の保護の体制をとり、職員に周知徹底を図ること。 

（３）施設の管理運営に関して市が必要と認める業務 

①緊急時の対応  

ア 急病者への対応 

指定管理者は、施設の利用者や来館者等の急な病気・けがに対応できるよう、マニュ

アルを作成するとともに、近隣の医療機関を把握するなど的確な対応を行うこと。 

また、重大な事故が起こった場合は、直ちに市にその旨を連絡すること。 

イ 緊急時・災害時の対応 

指定管理者は、緊急事態に備え、利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報等

について危機管理マニュアルを作成し、緊急事態の発生時には的確に対応するとともに、

直ちに市にその旨を連絡すること。 

②自主事業の実施  

指定管理者は、利用の促進及び利用者の利便の向上等を図る観点から、事前に市の承認を

得て、イベント等の実施や物販等の自主事業を行い、当該事業による収益を自らの収入とす

ることができる。 

ただし、当該事業の実施に必要な使用料は支払うものとする。 

③広報に関する業務  

指定管理者は、利用促進及び情報提供のために、必要に応じて広報活動に努めることとす

る。 

 

８．計画書・報告書等の提出 

（１）事業計画書の提出 

令和３年度計画については、協定書の締結と同時に市へ提出すること。 
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また、令和４年度以降の事業計画は、当該前年度の１０月末日までに提出すること。 

①管理運営の体制 

②当該施設の利用者の安全管理体制 

③事業の概要及び実施時期 

④管理業務の実施に関する経費の収支予算 

⑤その他、市が必要と認める事項 

（２）業務報告書の提出 

毎月２０日までに、下記の事項を記載した前月分の月次報告書を市へ提出すること。 

①施設の利用状況（利用人数、利用件数、利用量率） 

②実施した事業の内容及び実績 

③その他、市が必要と認める事項 

（３）事業報告書の提出 

指定管理者は、宮崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第 7 条の規

定により、事業年度終了後６０日以内に当該年度の事業報告書を提出すること。 

ただし、市が必要と認める場合は随時、下記書類の提出に応じること。 

①管理業務の実施状況 

②施設の利用状況（月別、施設別）（稼働率、利用人数、利用件数） 

③管理業務の実施に係る収支決算 

④その他、市が必要と認める事項 

 

９．物品の管理 

指定管理者が指定管理料により物品を購入したときは、購入後の物品の所有は、指定管理者と

宮崎市とで協議して決定する。 

また、旧指定管理者が契約し、設置しているリース物件について、次期指定管理期間において

も契約が継続するものは、原則、新指定管理者が当該リース契約を引継ぐものとする。 

 

１０．原状回復義務等 

指定管理者は、施設又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ市と協議すること。ま

た、当該指定管理者の指定期間が満了したとき、指定を取り消されたとき又は協定を解除された

ときは、市の指示に基づき、施設又は設備を原状に復して引き渡さなければならない。（機能低

下があった場合の機能低下前の状態にすることを含む） 
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１１．リスク分担 

リスク分担については、以下の表を基本とし、その他の場合や別の事情があると認めた場合に

ついては、市と指定管理者で協議の上決定する。 

項  目 内 容 等 市 指定管理者 

１ 施設（建物）、設備の

損傷など 

指定管理者による管理の瑕疵によるもの  ○ 

第三者の行為、経年劣化等による損傷等

で小規模なもの（５万円未満） 
 ○ 

第三者の行為、経年劣化等による損傷等

で大規模なもの（５万円以上） 
○  

２ 備品、器具等の損傷な

ど 

指定管理者による管理の瑕疵によるもの  ○ 

第三者の行為、経年劣化等による損傷等  ○ 

３ 不可抗力への対応 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、火災その

他の自然的又は人為的な現象）に起因す

る施設修繕等 

○  

４ 物価変動、金利変動等

による運営経費の増 
 ※ ○ 

５ 法制度の改正等によ

る事業内容の変更等に

よる運営経費の増 

  ○ 

６ 事業終了時の対応（撤

収・清掃・施設等の原状

回復・引継ぎ） 

  ○ 

※ 税制の変更のうち、指定管理料に係る消費税の税率変更による増は、市の負担とする。 

 

１２．業務遂行に当たっての注意事項 

（１）公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行い、特定の団体や個人に有利・

不利になるような運営をしないこと。 

（２）宮崎市と連携を図った運営を行うこと。 

（３）自主事業を行う際には事前に市長へ届け出、許可を得ること。 

（４）関係法令や本仕様書及び協定書に定めのない事項を各種規定、要綱等で定める場合は、事

前に宮崎市と協議を行うこと。 

（５）施設等の使用のために特別な設備又は装飾をし、若しくは備え付け以外の器具を持ち込み

使用するときは、あらかじめ市長の許可を得なければならない。 

（６）施設の管理運営を行うに当たっての個人情報の取扱については、別記「個人情報取扱特記

事項」を遵守すること。 

 

１３．危機管理についての注意事項 

（１）緊急時対策、防犯対策、防災対策及び感染症対策について連絡網やマニュアルを作成し、

職員を指導し周知徹底を図ること。 
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（２）個人情報の保護の体制をとり、職員に周知徹底を図ること。 

（３）災害時の避難場所に指定されている施設があるため、避難場所の開設があった場合には、

市と連絡をとり、的確に対応すること。 

 

１４．禁止事項 

施設での政治・宗教活動、署名活動、法人への勧誘、法人の PR 活動、事前に宮崎市の許可を

得ていない物品の販売行為及び賃借行為は禁止する。 

 

１５．協議 

施設の運営に当たって、この仕様書に規定するもののほか、業務の内容等について疑義が生じ

た場合は、その都度宮崎市と協議し決定する。 


